
書式第 12号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

令和 6年度 事 業 報 告 書

特定非営利活動法人日本アクションラーニング協会

1 事業の成果
以下の事業を実施しました。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用  1,060千円)

(2)そ の他の事業 (事業費の総費用 【 】千円)

定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
〈千円)

アクションラーニ

ング啓豪普及事業

アクションラーニング手法を普及

させるための各種講座の提供・広

報 (諦座の実施運営は株式会社ラ
~ニ ングデザインセンターに委
託)及びロイヤリティを課して他

者´ヽのアクションラーニング利用

講座実施許諾

通年 オンライン のべ 60人
講座種類 2

上記受話者
53人 6,778

アクションラーニ

ングコーチ資格認

定事業

アクションラーニング手法を普及

させるための指導者 (ア クション

ラーニングコーチ)の認定
通年 当協会内 1人

ア″ン]ンフーエン

ク¬一千養成

講座修 r者

早稲田ネオ

認定セッシ

ョン修 r者

10人 385

アクションラーニ

ング関係機関交流

事業

最新のアクションラーニングの研

究・開発成果の享受及び実践例の

情報交換の場として年次カンフア

レンスを開催し、内外のアクショ

ンラーニング関係機関及び会員相

互の交流を図る

2024‐年

11月 30

日

渋谷 QWS
′ヽイプ リッ

ド開催

(対 |`|…

zoomオン
ライン)

3人

アクション

ラーニング

に携わる内

外の個人

18人
(対面 13人

ルライン5人
0

載記
た
名

に
れ
業

款
さ
事

定
事業内容 日時 場所

従事者
人数

事業費
(千円)

アクションラーニ

ング関連の出版及

び情報提供サービ

ス事業

特になし



書式第 13号 (法第 28条関係 )

6年度 活動計算書 (その他事業が生登場合)
特定非営利活動法人日本アクションラーニング協会
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受取寄附1金
施設等■人評価益

受取ネ|lil,4ヽ

アクションラーニング啓蒙普及事業収益
アクションラーエング‐ ―チ資格認定事業収益
アクションラーニング関係機関交流事業収益

4
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1旅費交通費
1施設等評価費用
1減価償却費
1事務■|■費
支払手数料

'43
,15

393.S70
280.()00

11(),()00

役員報酬

給料手当
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5.530

24,000

、当11,11“ 十
」、|■ た

'Iや賃倍 FI
II旅費交通イヤ
||1広告■|、■
支払報州 |・ |
支イ.千 晨́「・|

6.557.315

B

60■ 486当 期 経 常 増 五_盤__LE ― 【B

1004, 入

過年度損益修正益

損

　

一上

D

・ f

災讐 |1l k

100C D
606.586(1)+ι
70. 122
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.1+式第 15)」 (法第 28条関係)

6年度 貸借対照表
事 業 報 告 用

特定非営利活動法人日本アクションラーニング協会

現金預金

売掛金

棚卸資産
貸倒引当金

1,101,074 1, 101,974

中画
イ|‐ P澤

Ｈ
＾
搬
品
運
備

2
ソフトウェア
倍地権

のその

敷今
長期貸付金

(3)

【A】 資 産 合 計 0+② 1.101.974

等税人

金

金

法

樹

払
払

買
未

未

4,781.588
70,000

1,781.588
70,000

B―

+ 88|

5,36 464ll,ス

-4,286,078
前期繰越正味財産額

8-2

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】 1, 101.974

長期借入金
退職給付引当金



重要な会計方針

計算書類の作成は、 i`PO法人会計基準によつています。

||'棚 ケ11資岸の評価基準及び評イ]5方 法

.2,岡 ,t資生の減価償却の方法

6年度  計算書類の 事 業 報 告 用

特定非営利活動法人日本アウションラーニンク
・
協会

3.引 当金の計上基準
‐退職給付引当金

引当金

.■

'施設
の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

5'消費税等の会計処理
,H費税の会計処理は、税込経理方式によつて vヽ まオ.

2.事 業別損益の状況

合言|千111
~ヽ ッ‐.´ .■‐腱甍t責=( Ⅲ 彗■i+ヽ 市業吉.:門 :| 管理吉|`門

6,773.0(,(, 385.000 7.163.000

901

7.163.000

901

901 7.163,9016,778.()0() ,85.()0() 7.163.()00

()

5,530

393,87()

0

24.000

0

743,915

5,390,000

0

743,915

5.280,000

393.870 393,870

0

0

0

743,915

5,280.000
1)

5.530

21,000

110.(:)()0

6,417,785 6、 117.785 139.530 6.557,315

6,557.3156,417,785 6,417,785 ,39,530

606.586°60,215 385,0()0 715.215 -138,629
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経常収益

RⅡ¬知華当
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嗚 ]馨
用

人

`費
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.`'そ の他経費
消耗品費

事務委託費

通信運搬費

賃借料
広告宣伝費

諸会費

その他経費言|

経常費用計

当期経常増減額

内容 令額 算′i方法
該当な :.

3.施 設の提供等の物的サービスの受入の内訳

書式第 16号 (法第28条関係,

|



使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳 (T味財産の増減及び残高の状況)1ま以 ドの通りでキ。
当法人の正味財産は   円で十が、そのうち   円は、 ド記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は   円で■。

3.固 定資産の増減内訳

6.借 入金の増減内訳

(単

(単位 i円 )

役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単 |■ )

その他特定非営利活動法人の資産、負償及び正味財産の状態並びに上味財産の増減の状況を明らかに十るために必要な事項

事業費と管理費の技分方法

その他の事業に係る資産の状況

8

(: F
当期減少額 期末残高 備 考期首残高 当期増加,F内容

今期は使途等が制約された寄附金年は

ありません。

r蒲 |・

減価償却累計額 期末帳簿価額,成
′, ,引 末取得価額り|き取得価額 取得科 日

該当資産な_有形固定資産

車 |“運搬具

`|・

器備品

無形岡1:資 十

投資その他の資菫

敷金

合 ,il

当,1返済 ,,1人残高期首残 高 当期イ|十人科 日

合計

内、役員との取

弓|

内、近親者及び
支配法人との取
り|

「十日
計算書類に計上
された金額

ド亥
｀
当′rl´(活動言1鎗 書)

活動言算書言|

(貸借対照表)
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“

表言
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書式第 17号 (法第28条関係 )

6年度 財産目録
事 業 報 告 用

特定非営利活動法人日本アクソルラーニング協会

1.lol.0711  101,971

元1卦金

'倒
引当金

現金■

手元現金
三井住友銀行普逓預金

|」 ]|‐
‐

ソフ l・ ウェア

′
'―

‐ ||′

咬
`,

長期

''金

1.101.97.【A】 責 産 合 計 ①+②

24,000
929,445

4,566,143
-738,000

^払 I｀

イツノス賃

「

11
‐|  そ o′ )イLの人払金jl

Hii、切つヽらの|ヽ ,lt
●,,返‐・十:桜分

24,000
929,445
4,566,143
-138,000

70.000,0,000未払′,人 |[等

′
|「 ヽ)

【B-1】 負 債 合 計 ③十④ 4.851.588

-3.740.614【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】

|

退職治イ・ 引当全



書式第 18号 (法第 28条関係 )

令和6年度年間役員名簿 (前事案年度において役員であつたことがある全員の氏名及び住所又は居所菫

びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定非営利活動法人日本アクションラーニング協会

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

|三階
下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )
役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ)

氏    名

前事業年度内の

就任期間

報酬を受けた期間

(該当者のみに記入)

1 理 事 ・監事

セイミヤフミヨ

清宮普美代

R6`午 4月 1日

R7年3月 31日

年  月  日

年  月  日

2

r/{t)/:-=

小林美恵子

R6年:4月 l日

R7年 3月 3]日

年  月  日

年  月  日

3

タケ ハラ ミノル

竹原稔

 
R6年 4月 l日

R7年 3月 31日

年 月

月

日

日年

4 理事・[憂]
トダエリコ

戸田江里子

R6年 4月 1日

R7`年 3月 31日

年

年

月   日

月   日

5 理事・監事

今:   月   日

年  月  日

年:   月   日

年 月 日

6 理事・監事
年  月 日

日年   月

年:   月   日

年  月  日

7 理事・監事

年 月

月

日

日年

年[   月   日

年  月  日

8 理事・監車

年  月  日

年  月  日

年  月  日

午:   月   日

9 理事・監事
年

年

月

月

日

日

年:   月   日

年  月  日

10 理事・監事
年  月  日

年 月 曰

年:   月   日

年  月  日

事 業 報 告 用

匹コ・監事

[:憂]・ 監事



書式第 4号 (法第 10条 。第 28条関係)
設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人日本アクションラーニング協会

氏    名

1 福永 壽美子

2 根岸 栄美子

3 藤田 明夏

4 渥美 雄一郎

5 清宮 克良

6 戸田 江里子

7 梅島 雅子

8 南里 敏広

9 長瀬 夕祐子

10 伊藤 洋志

11

12




